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平成28年度酒害相談　日時 6月19日㈰午後1時～3時　場所 総合福祉センター（昭和町2）
相談料無料、事前申込不要　問合先　岐阜県精神保健福祉センター058-231-9724

　
市
で
は
、
6
月
の
環
境
月
間
に
あ
わ
せ
、
環
境
に
つ
い
て
考
え
る
さ
ま
ざ

ま
な
催
し
を
開
催
し
ま
す
。
私
た
ち
の
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
、
地
球
に

や
さ
し
い
こ
と
を
一
人
ひ
と
り
が
考
え
、
行
動
で
き
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て

み
ま
せ
ん
か
。
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　監視活動の強化
などにより不法投棄
等を発生させない環
境づくりを進めます。
不法投棄を発見さ
れた場合は情報を
お寄せください。
　また、違法な不用品回収業者にもご注意ください。
環境汚染や不法投棄につながる恐れがあります。
◆不法投棄をした場合、「5年以下の懲役」または
「1,000万円以下の罰金」もしくはこの両方の罰
則が科せられることがあります。
未遂も同じ罰則です。くれぐれも不法投棄をしな
いようにしましょう。

問合先 資源リサイクルセンター ☎35⊖1244
生活環境課 ☎35⊖3138

　

飛
驒
高
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
は
、
毎

年
2
回
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
も

オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
の
駆
除
を
併
せ

て
行
い
ま
す
の
で
、
参
加
い
た
だ
け

る
方
は
剣
先
ス
コ
ッ
プ
な
ど
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
３
日
㈰ 

午
前
９
時
〜

10
時

場
所　

原
山
市
民
公
園
駐
車
場
に
集

合
※
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
ご

み
袋
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
で
き
る
だ
け
徒
歩
か
自
転
車
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
小
雨
決
行
で
す
（
中
止
の
場
合
は

午
前
８
時
こ
ろ
ヒ
ッ
ツ
Ｆ
Ｍ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
）

―
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
夜
は
、
み
ん

な
が
地
球
を
想
う
夜
。
― 

を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

　

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
や
各
家
庭
の

照
明
の
一
斉
消
灯
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

期
間　

６
月
21
日
㈫
〜
７
月
７
日
㈭

　

自
然
に
親
し
み
な
が
ら
環
境
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に

開
催
し
ま
す
。

主
な
内
容　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、

リ
フ
ォ
ー
ム
製
品
フ
ェ
ア
、
使
用
済

再
利
用
ロ
ー
ソ
ク（
小
キ
ャ
ン
ド

ル
）を
無
償
配
布
し
ま
す

ご
希
望
の
方
は
、持
ち
帰
り
用
の

袋
を
持
参
の
う
え
、生
活
環
境
課

（
本
庁
2
階
）ま
た
は
各
支
所
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。※
１
世
帯（
団

体
）5
個
ま
で

一
斉
消
灯
特
別
実
施
日

夏
至
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン　

 

６
月
21
日
㈫

ク
ー
ル
ア
ー
ス
・
デ
ー
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン

７
月
７
日
㈭

時
間　

午
後
８
時
〜
10
時

第
32
回
飛
驒
高
山

ク
リ
ー
ン
作
戦

第
18
回

  

グ
リ
ー
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト

６
月
は
環
境
月
間
で
す

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

小
型
家
電
の
特
別
回
収
、
花
苗
の
無

償
配
布
、
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
習
会
、

ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
乗
車
会
、
お
も
ち
ゃ
病
院

ほ
か

期
日　

６
月
26
日
㈰

時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　

原
山
市
民
公
園
（
新
宮
町
）

許さない！不法投棄！！
６月は不法投棄防止強化月間です！


